
 

  

いきいき・おでかけ応援事業 
のご案内 

 

申請は年度につき１回まで！ 

令和 8年４月から受付します！ 

運転免許証をお持ちでない 

75 歳以上のみなさまへ 

申請先 

お問合せ 

〒620-8501 福知山市字内記 13 番地の 1 市役所 1 階 

福知山市健康福祉部 高齢者福祉課 高齢企画係 

電話：0773（48）9517 FAX：0773（23）6537 

 運転免許証をお持ちでない７５歳以上の方（昭和２７年 3 月 31 日より前にお生まれの方）を対象に、バ

ス、京都丹後鉄道、タクシー等で利用できる「おでかけ応援チケット」を交付します。申請は随時受付してい

ます。対象者要件・手続き方法や利用方法は裏面をご覧ください。 

交付金額・・・年間６,000 円分（100円×60 枚） 

ポイント１ 主に市内の交通機関で使えるチケットです 

ポイント２ 申請は郵送または市役所 1 階 高齢者福祉課へ ※各支所でも受付します 

利用可能な交通機関【令和８年２月現在】 

バス、鉄道                       

●市営バス全線（三和バス・夜久野バス・大江バス） ●京都交通バス（市内を運行する全線）  

●日本交通バス（三段池公園線）          ●中京交通バス（園福線） 

●京都丹後鉄道（全線〔宮福線・宮舞線・宮豊線〕） 

●自主運行バス（三岳バス・庵我バス・中六人部バス全線）  

   ※JR鉄道・高速バスでは使用できません。 
 タクシー 

●日交タクシー     ●KTN介護タクシー   ●平成介護タクシー    ●ふく福タクシー 

●中央タクシー   ●ひかり介護タクシー ●チームイズミ介護タクシー 

   

有償運送 

●ふくちやま元気まちづくりの会   ●成光苑 紫豊館 ●成光苑 岩戸ホーム   

●福知山市社会福祉協議会三和支所 ●みわひまわりライド  

●大江まちづくり住民協議会〔鬼タク〕 ●福知山BGM福祉サービス 

＊有償運送は、事前の登録や入会金が必要な事業所があります。 

また、利用の条件がある場合があります。事前にご確認ください。 

令和 8年度 



 

 

 以下のすべてに該当される方が対象です。 

  (1)福知山市内に住所を有する75歳以上（年度内に満75歳に達する方を含む） 

  (2)運転免許証を持っていないこと 

  (3)障害者安心おでかけサポート事業・在宅高齢者外出支援助成事業を利用していないこと 

 

       

 ① 申請書を記入し、申請（代理申請可） 

   ［申請書提出先］高齢者福祉課または各支所（郵送での申請も可能です。） 

 

 ② 申請内容確認後、チケット交付 

   後日、原則住所地へ簡易書留で送付します。 

 

※対象者要件を満たす限りは、翌年度以降も自動更新し、４月頃発送いたします。 

 

 

 〇チケット利用可能な交通機関（バス、京都丹後鉄道、タクシー等）でチケットを切り離して 

金券として利用します。（おつりは出ません。差額は現金でお支払いください。） 

 〇年度末（令和９年3月 31日）までの利用期限です。 

 〇詳細な利用方法や、タクシー等の連絡先は、チケットと同封します。 

 

 

 

 
 

 

 

 

令和８年度事業の実施は、令和８年度当初予算の議決により決定します。 

     

●本人以外は使用できません。 

●他人への譲渡及び転売は禁止します。 

●盗難、紛失、有効期限切れについては、再発行しません。 

●未使用分の払い戻しはできません。 

●不正使用が判明した場合は、チケットの返還及び不正使用額について弁償していただきます。 

 注意 

対象者要件 対象者要件 

対象者要件 手続き方法 

対象者要件 利 用 方 法 

対象者要件 そ の 他 


